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講演１．自動車における次世代燃料の可能性と 
交通安全環境研究所の取組 

 

環境研究部      ※川原田 光典 

 

 

１．はじめに 

日本の最終エネルギー消費の約 20％を占める運輸

部門の内、自動車のエネルギー消費はガソリンや軽油

といった液体燃料利用により 9割近くを占めている。

ゆえにカーボンニュートラル社会の実現には、自動車

の省エネルギー化や燃料・エネルギーの脱炭素化が不

可欠である。その１つとして自動車の電動化が進めら

れており、新車販売台数に占める電動車の割合や販売

台数自体について目標が設定されている。この中には

電気自動車や燃料電池自動車だけでなく、内燃機関を

搭載するハイブリッド車も含まれており、将来の自動

車用パワートレインの選択肢の 1 つとして位置づけ

られている。 

また既存の内燃機関搭載車においてもカーボンニ

ュートラルに寄与することは可能である。その１つは

大気中の CO2 および再生可能エネルギーで生産され

た水素を原料として合成する液体燃料である e-fuel

を利用することである。しかし e-fuelはまだ研究開発

段階にあり大量生産には時間がかかる。そのほかに

は、植物油や廃食油などを利用するバイオ燃料が考え

られる。バイオ燃料中の炭素は植物等原料の成長時に

吸収した炭素であることから、燃焼時に大気放出され

る CO2 は実質的にゼロである。これらの燃料につい

て、いずれも単独で需要量を満たすことができないた

め、導入初期には従来の化石燃料やアルコール類など

と混合して使用することが考えられる。 

また、液体燃料ではないものの水素やアンモニアと

いった分子中に炭素を含まないカーボンフリー燃料

の活用についても注目されている。これらはエネルギ

ー供給構造高度化法において非化石エネルギー源と

して位置づけられている。今後非化石エネルギーへの

転換が図られる中で利用が拡大するものと考えられ、

自動車燃料として普及する可能性もある。 

本稿ではこれら次世代燃料について、世界各国で行

われているプロジェクトの動向調査、燃料使用時の車

両影響、環境負荷の評価などに関する交通安全環境研

究所の取組みの一部を紹介する。 

 

２．検討対象の整理 

ここでは、検討対象について整理する。自動車に求

められる化石エネルギー消費削減、燃料・エネルギー

の脱炭素化について、燃料利用の観点から既販車およ

び新型車に分けて検討を進めている。また、同時にそ

れらの車両への影響や環境負荷低減効果を評価し定

量化する必要がある。そのため表１に示すように、検

討事項について整理した。次章では、次世代燃料に関

する動向をまず述べたうえで、各検討事項について述

べる。 

 

  

 

既販車 新型車 

化石エネルギー消

費の削減 

・水素、アンモニア等の部分的活用によ

る液体燃料利用削減（レトロフィット） 

・次世代燃料と新エンジンの協調最適化に

よる効率改善 

燃料の脱炭素化 ・現在のガソリンや軽油に似た性状の合

成燃料、バイオ燃料の利用 

・合成燃料、バイオ燃料、水素・アンモニア

の利用 

評価手法の具体化 ・燃料変化影響の評価 

・環境負荷低減効果の定量化 

・環境負荷低減効果の定量化 

表１．検討対象 
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図１．世界の主な e-fuel プロジェクト（１） 

 

３．調査内容 

３．１．燃料動向 

次世代燃料として大きく 3つがある。1つは工場排

気や大気中などから回収した CO2 と再エネ由来の水

素を用いて製造する合成燃料、2つめは植物からのア

ルコール製造や、植物油や廃食油等を高圧下で水素化

処理等を行ったバイオ燃料、3つめが水素やアンモニ

アといったカーボンフリー燃料である。 

合成燃料については、大気中から回収した CO2 と

再エネ由来の水素を用いて製造する場合を e-fuel と

呼ぶ。また、合成燃料については液体の場合と気体の

場合があるが、ここでは液体合成燃料を取り上げる。

図 1は世界の主な e-fuelプロジェクト（１）を示す。ガ

ソリン、軽油相当が生産可能なフィッシャートロプシ

ュ法（FT）による合成と、メタノール合成について記

載されている。このメタノールは Methanol to 

Gasoline（MtG）プロセスによりガソリン相当の燃料

となる。いずれのプロジェクトも商用化までいたって

おらず、記載されている中で最も大規模なものは FT

合成で 20 万 kL/year、メタノール合成で 140 万

kL/year である。一方、国内では GI 基金事業により

高効率な大規模FT合成プロセスに関する研究開発が

進められている（１）。2028年に約 1.8万 kL/year、2035

年以降に約 58万 kL/yearの製造量を目指している。 

バイオ燃料については、すでに大規模生産に関する

技術開発が進んでおり、とうもろこしやセルロースな

どからバイオエタノールを生産することや、植物油や

廃食油を水素化処理した Hydro treated Vegetable 

Oil（HVO）がある。Neste社はRenewable Dieselと

して大規模な生産と生産拡大を行っており、SAF な

ど航空業界向けを含め2026年末に850万kL/yearに

増加する見込みである。 

カーボンフリー燃料である水素やアンモニアにつ

いては、サプライチェーンの構築に関する取組みが進

められておりUAEからのブルーアンモニア輸送、オ

ーストラリアでのグリーン水素、アンモニアプロジェ

クトなどが進められている。再エネ由来の水素の場

合、水を電解することによって得られるため、水や酸

素等が製造や輸送の際にわずかに混入するものの高

純度である。水素を自動車のエネルギー源として利用

する場合、内燃機関での利用と燃料電池での利用が考

えられる。燃料電池では特に高純度（>99.999%）の水

素が必要とされるため、アルカリ水電解や海水直接電

解など様々な方法で製造した水素を日本に輸送し、国

内で水素純度を高めたものを燃料電池用途、そのまま

の純度のものについては内燃機関などの用途に用い

ることが考えられる。また、アンモニアについては火

力発電（混焼・専焼）、工場等の高温熱源、舶用燃料と

しての用途のほか水素キャリアとしての用途もある。

アンモニアが大量に普及した場合には、一部を直接自

動車に使用することも考えられる。 

図２に自動車燃料消費量統計年報より作成した、日 
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図２．国内燃料消費量 

 

本国内におけるガソリンおよび軽油の消費量を示す。

縦軸は年間の燃料消費量を万 kL で示したものであ

り、横軸はカラーバーの直下に各年度を示し、その下

に各年度のガソリン（橙）および軽油（青）の消費量

を示す。前述の合成燃料やバイオ燃料の生産規模と比

較して桁違いに消費量が多いことから、これらを単独

で利用することはなく、従来の化石燃料への段階的な

混合や複数の次世代燃料を組み合わせて利用するこ

とが考えられる。 

３．２．既販車における検討 

既販車については、ガソリンや軽油利用を前提とし

て設計されており、極端に性状の異なる燃料の利用は

難しい。そのため、FT 合成や MtG、HVO として生

産される燃料のうち既販車にて使用可能なものは、合

成粗油から製品化される工程において、ガソリンや軽

油の規格に準拠するように調整されたものである。現

在のところ市場調達可能な次世代燃料は、このように

既存の燃料規格にあわせたものが大半である。 

３．２．１．既販車へのレトロフィットによる液体燃

料利用量の削減 

既販車において液体燃料利用量を削減するために

は、燃料利用の点からは、水素やアンモニアといった

カーボンフリー燃料の活用がある。一方で、特にアン

モニアは自動車用燃料としては活用事例が少ないこ

とから、ポート噴射式のガソリンエンジンを搭載した

車両をベースとして吸入空気側に水素やアンモニア

を供給できるように改造を行い、これらの自動車用燃

料としての課題を調査した。図３に実際に改造を行っ

た車両のエンジンと燃料供給系を示す。インテークマ

ニホールドに水素アンモニア用のインジェクタを設

置した。自然吸気式のエンジンであるため、燃料の噴

射圧は高くない。また水素アンモニアのエンジンへの

供給量については、噴射弁の開弁時間によって制御し 

図３．改造状況 

 

ている。 

試験車両の改造を完了し、アイドリング状態で水素

混焼の試運転を行った。水素供給量を増加させつつ、

サブECUにてガソリンインジェクタへの噴射パルス

印加期間を徐々に短縮させた。その結果 40％短縮し

た条件までA/F、スロットル開度、排気温度が安定し

た運転ができることが確認できた。それ以上短縮した

場合、インジェクタの針弁が開かず燃料が噴射されな

かった。噴射パルス期間を基準とすると 40％の液体

燃料の削減であるが、実噴射量では 40%以上削減され

ている可能性がある。今後、回転数と負荷に応じて水

素供給量とガソリンの噴射量を変更するECUマップ

を作成し、WLTCのモード走行により排出ガス挙動や

液体燃料削減効果を評価する予定である。 

３．２．２．既販車への次世代燃料利用時の影響評価 

既販車において次世代燃料を用いる場合、基本的に

燃料性状は強制規格に収まるものの、従来のガソリン

や軽油といった燃料とは細かな組成が異なる。そのた

め、国土交通省次世代大型車開発促進事業の一環とし

て交通安全環境研究所にて実施しているテーマ「カー

ボンニュートラル燃料の実用化に向けた実車両への

影響調査」では、軽油代替となる次世代燃料を調達し、

影響の調査を行っている。具体的には、調達した燃料

の成分分析、部品試験、車両試験を一貫して行い、そ

れによって燃料中に含まれるどの成分が車両部品や

排出ガスに影響を及ぼす可能性があるか調査する。ま

た、従来燃料などとの混合比率を変更した試験によ

り、その成分の含有率の上限を検討し、これらをガイ

ドラインのベースとしてまとめていく予定である。 

部品影響試験の 1つとして、燃料ポンプやインジェ

クタなど燃料によって潤滑している箇所への影響を

調査するため、燃料噴射系を用いた噴射試験を行っ

た。上段がHVO、下段が軽油であり、左列が噴射圧 
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図４．噴射試験 

 

50MPa、右列が噴射圧 200MPa のいずれも噴射初期

に撮影した画像を示す。噴射圧の低い条件では噴射開

始に差が出たものの、時間にすると 3µs程度の違いで

あった。噴射圧が高い条件では噴孔近くの拡がり角に

わずかに違いが見られるものの、全体としてほぼ同等

であった。燃料ポンプ等についても、噴射が不安定に

なるなどの不具合はなく、従来燃料と同様の使い方が

できるものと判断される。 

次世代燃料を燃焼させた場合の後処理装置ならび

に排出ガス挙動への影響については、今年度から実車

を用いた試験を開始予定である。 

３．３．新型車における検討 

新型車については、これまでの軽油やガソリンにと

らわれず、エンジンの高効率化に資する燃料という観

点から調査を行っている。この調査も「カーボンニュ

ートラル燃料の実用化に向けた実車両への影響調査」

の一環であり、高熱効率を狙った超高圧縮比エンジン

において、高級アルコール類や、メタノールから合成

されるオキシメチレンエーテル（OME）を対象とする

試験を実施予定である。 

また、同じく国土交通省次世代大型車開発促進事業

の対象として水素内燃機関があり、今年度から検討が

開始された。水素内燃機関は、層流燃焼速度が早く、

消炎距離が短いといった水素の燃焼特性により、NOx

の生成や壁面からの冷却損失が大きい。そこで NOx

低減に資する EGR および SCR に関する 2 テーマ、

冷却損失低減に資する熱流束計測に関する 1 テーマ

を実施し、水素内燃機関の可能性や技術的課題を検討

する予定である。 

３．４．環境負荷評価手法の具体化 

e-fuel やバイオ燃料を燃焼させた場合に発生する

CO2 は、大気中から直接回収した CO2 や植物などの

成長に伴って大気中から取り込まれたものであるた

め、大気中の CO2 は増加せずカーボンニュートラル

である。しかし、製造時や輸送時のエネルギー分につ

いても考慮するとカーボンニュートラルとならない

可能性がある。また、カーボンフリー燃料であるアン

モニアを混焼させた場合、炭化水素系燃料の使用量が

減少するため CO2 の排出低減につながるものの、ア

ンモニアの燃焼に伴い N2O の排出が増加することが

知られている。N2Oの温暖化係数GWP100はCO2が

1 のところ 265 であり、GHG で考えた場合には排出

増となる可能性がある。 

これらのことから、燃料変更時の環境負荷低減効果

の評価手法として、燃料の製造から使用までのライフ

サイクルでのGHG排出評価を検討している。なお交

通安全環境研究所はUNECE／WP29、GRPE傘下の

自動車ライフサイクルアセスメント（A-LCA）専門家

会議に共同議長として参画しており、会議内の燃料エ

ネルギーサイクル担当のサブグループではGHG排出

評価に関する議論をけん引している。この手法の具体

化にむけて国内外での議論をふまえ、引き続き検討し

ていく予定である。 

 

４．まとめ 

交通安全環境研究所では、自動車用の次世代燃料と

して、合成燃料、バイオ燃料、水素アンモニア等のカ

ーボンフリー燃料に着目しており、それらの可能性と

所としての取り組みの一部について紹介した。 

まず既販車へのカーボンフリー燃料の活用につい

ては、混焼による液体燃料使用量の削減が可能である

ことを述べた。また、市場調達可能な次世代燃料の同

等品を用いた部品影響試験では、従来燃料との間に大

きな違いは見られなかった。今後車両試験により排出

ガスや後処理装置への影響を確認する。新型車への取

り組みとして、高級アルコールやOMEを利用した高

効率エンジン、水素内燃機関について取り上げた。最

後にライフサイクルでの環境負荷評価について交通

安全環境研究所の取り組みを述べた。 

これらを通じて次世代燃料の早期社会実装の一助

となるよう引き続き取り組む所存である。 

 

参考文献 

1) 資源エネルギー庁，“バイオ燃料・合成燃料のサ

プライチェーン構築に向けて”,pp.1-14（2024） 
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講演６．鉄道の自動運転における安全性評価手法の検討 
 

 
交通システム研究部  ※工藤 希  望月 駿登  押立 貴志(客員研究員) 

 
 

１．はじめに 
人口減少社会を迎え、鉄道分野においても運転士や

保守作業員等の鉄道係員の確保、養成が困難になって

きていることから、踏切道がある等の一般的な路線

（以下、「一般的な路線」という。）における自動運転の

検討が進められている。特に近年の地方鉄道では、運

転士を含めた鉄道係員不足による減便や、経営状況の

悪化からの路線廃止が相次いでいる。地域の足を少し

でも残す観点から、運転コストの削減が可能となる自

動運転を、最小限の設備投資で実現することが待たれ

ている。また、近年開発が進むカメラ・センサ類は、

見通しがよい等の条件において車上における走行路

上の障害物検知に活用できる可能性がある。 
一方、当研究所ではこれまでも新たな設備の導入や

更新する設備に対して安全性評価を実施してきた 1)。

自動運転を導入する場合においても、既存の装置との

機能の差を考慮した安全性評価を実施することが想

定される。 
これらの状況を踏まえ、当研究所では、自動運転に

対応した安全性評価手法の確立を目的とした研究を

実施している。本稿では、一般的な路線における自動

運転を現行の手動運転と同等の安全性で実現するこ

とに資する安全性評価手法について、カメラ・センサ

類を対象に検討したので報告する。 
 

２．鉄道における自動運転の現状と課題 
２．１．鉄道における自動化レベル 

鉄道における自動運転に関する検討は、平成 30 年

より「鉄道における自動運転技術検討会」において実

施され、その内容を取りまとめた結果が、「鉄道にお

ける自動運転とりまとめ」2)（以下、「とりまとめ」と

いう。）として発行されている。とりまとめにおいて

鉄道における自動運転の自動化レベルは、IEC
（International Electrotechnical Commission：国際

電気標準会議） 62267（Automated urban guided 

transport (AUGT)-Safety requirement：自動運転都

市内軌道旅客輸送システム（AUGT システム）－安全

要求事項。以下、「AUGT 規格」という。）を基にGOA
（Grade Of Automation）として定義している（表 1）。
表１のうち、GOA2.5 は AUGT 規格には定義されて

いないが、鉄道の技術上の基準を定める省令の解釈基

準においては、「AUGT 規格における半自動運転であ

って、動力車を操縦する係員以外の係員が列車の前方

の線路を目視し、列車運行上の障害となる事象が発生

したことを認めた場合に緊急停止操作を行うために

列車の最前部の車両の前頭に乗務する形態」と定義さ

れている。 
表１ 自動化レベル 

GOA 乗務形態 国内の例 
GOA0 目視運転 路面電車 
GOA1 非自動運転 踏切道がある等の一般

的な路線 
GOA2 半自動運転 東京地下鉄丸ノ内線 

GOA2.5 緊急停止操作等を行う

係員付き自動運転 
JR 九州香椎線 

GOA3 添乗員付き自動運転 舞浜リゾートライン 
GOA4 自動運転(無人運転) 神戸新交通ポートアイ

ランド線 
（参考文献１に加筆して作成） 

２．２．GOA3及び4の実現に向けた課題 

GOA3 及び 4 は新交通システムやモノレールにお

いて既に実現しているが、一般的な鉄道においても実

現が期待されている。GOA3 及び 4 においては、

GOA2.5 までと異なり、前方を視認できる係員が不在

となるため、走行路上の安全確保が重要になる。すで

に実現している新交通システムやモノレールにおい

ては、走行路上の安全確保を高架構造やホーム柵によ

り実現している。しかし、一般的な路線においては人

や自動車などが容易に線路内に立ち入ることができ

る。全線にわたって立ち入り防止柵や地上側の支障物

検知装置を設置する方法も考えられるが、コスト面か

ら現実的ではない。 
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この点について、とりまとめでは、「鉄道は、各種装

置や管理体制等のほか、鉄道利用者、踏切道通行者、

鉄道沿線住民等の遵法行動や自制的行動により運行

の安全を確保するものであり、一般的な路線での自動

運転を導入する場合においても、この方針は大きく変

える必要はない」としたうえで、「各路線の実情を十

分に評価し、従来の一般的な路線での安全性と同等以

上の性能が確保できるように、安全に関する総合的な

対策の視点により線路上の支障物への対応を行うこ

とが適切であると考える。」とされており、この「従来

の一般的な路線と同等以上の安全を確保」する方法を

どう実現するかが課題となる。なお、現在GOA3 は東

武鉄道 3)で検討されている。 
 

３．安全性評価手法の検討 
３．１．安全性評価と評価基準の考え方 

安全性評価は、新しいシステムなどに対して技術的

な観点から安全上の問題がないかについて評価を行

うものである。これまでに当研究所が実施した安全性

評価では、既存装置の置き換えを想定する場合、既存

装置との機能差分、機能差分が他装置へ与える影響、

及びインターフェースの差分等を評価項目として挙

げ、リスク分析に基づいた定量的評価やシステムの安

全管理に関わる定性的な評価などを実施してきた。 
このような差分評価にあたっては、従来の装置と同

等かそれ以上の安全性を有することを評価基準とし

てきた。とりまとめによれば「従来の一般的な路線で

の安全性と同等以上の性能」を求めていることから、

自動運転における安全性評価の場合も、評価基準はこ

れまでの考え方と同様に「従来と同等かそれ以上の安

全性を有すること」が適切であると考える。 
３．２．装置が担う機能に変更がある場合の検討 

安全性評価において既存装置との差分を検討する

際に、新しい装置と既存装置が担う役割が変わる場合

がある。既存の一般的な鉄道を自動運転にする場合、

例えば、列車の力行や制動を行う主体は運転士から

ATO（Automatic Train Operation：自動列車運転装

置）に変更となる。このように、安全性評価を行う際

には、既存の路線と比較して運転士の作業する項目を

誰が（どの装置が）実現するかを予め決定しておく必

要がある。これまでの研究では、GOA2.5 を対象に、

従来の運転士の業務と GOA2.5 においてその業務を

担う装置（又は係員）を挙げ、評価にあたって注意が

必要な項目を整理した 4)。装置が担う機能に変更があ

る場合には、整理した結果を踏まえて装置の機能を明

確にすることが重要であると考える。 
３．３．前方支障物検知に対する検討 

前述した通り、GOA3 及び 4 においては、走行路上

の安全確保が課題となる。現在の鉄道法規に運転士の

前方監視についての規定はなく、とりまとめにおいて

も、「運転士が運転中、線路内支障物を発見する法的

義務は、鉄道法規には規定されていないものの、事故

防止の観点から、万が一、運転士が確認できる範囲で

線路内支障物を発見した場合は、乗客及び公衆の安全

確保や運転士の自己防衛等の観点から、気笛吹鳴や列

車を停止させるブレーキ操作を行うことにより、事故

防止や被害軽減に最善を尽くしている実態がある。」

と記載されている。一方で、一般的な路線における

GOA3 及び 4 の検討にあたっては、「各路線の線形、

列車速度、周辺環境等により、必要な対応は異なると

考えられることから、鉄道事業者においては、各路線

の実情を十分に評価し、従来の一般的な路線での安全

性と同等以上の性能が確保できるように、安全に関す

る総合的な対策の視点により線路上の支障物への対

応を行うことが適切である。」とされている。 
近年開発が進むカメラ・センサ類は、見通しがよい

等の条件において車上における走行路上の障害物検

知に活用できる可能性があるものの、鉄道の自動運転

において必須ではない。一方で、将来の地方鉄道にお

ける自動運転の実現を想定すると、コストを考慮して

従来の地上側装置による支障物検知ではなく、中低速

域において車両側装置で支障物検知を行い、可能な範

囲で衝突回避することも考えられる。そのため、カメ

ラ・センサ類の安全性評価の方法を検討する。 
とりまとめにおいて車上カメラ・センサ類に対する

明確な基準はなく、「装置の性能や路線の状況を踏ま

え、線路内支障物を検知することが可能な場合の事故

回避や被害軽減のための装置等と位置づけを明確に

した上で、その他の対策を含めて、総合的にとらえて

対応することが適切である。」とされているため、こ

のカメラ・センサ類を導入する際の評価手法を検討す

ることとした。 
まず、装置の位置づけについては、これまでの研究

においてカメラ・センサ類を前方監視に使用する際に

は安全性への位置づけとその安全水準を明確にして

おく必要があることを示した 5)。 
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次に、「従来の一般的な路線での安全性と同等以上

の性能が確保できるように、安全に関する総合的な対

策」の評価基準を検討する。運転士に前方監視義務が

ないことから、単純に運転士の能力と比較して従来と

同等の性能を有しているかの評価を行うことは適切

でない。そのため、別の視点からカメラ・センサ類の

性能を評価できないか検討した。 
道路交通法第 33 条第３項では、自動車の「運転者

は、故障その他の理由により踏切において当該車両等

を運転することができなくなつたときは、直ちに非常

信号を行う等踏切に故障その他の理由により停止し

ている車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員

又は警察官に知らせるための措置」及び、「当該車両

等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置」を義

務付けている。この非常信号のために、道路運送車両

の保安基準第 43 条の２では、「自動車には、非常時に

灯光を発することにより他の交通に警告することが

でき、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光

の色、明るさ、備付け場所等に関し告示で定める基準

に適合する非常信号用具を備えなければならない」と

され、この非常信号用具の灯火は道路運送車両の保安

基準の細則を定める告示第 64 条に「夜間 200m の距

離から確認できる赤色の灯火」と定められている。 
列車運転士は、この非常信号用具による赤色灯火を

認めたときは、現実に発生している非常事態を回避す

るために非常停止の措置を行う必要がある。これらの

ことを考え合わせると、車上のカメラ・センサ類に求

める性能の基準として、見通しや天候等の条件が良い

場合において、少なくとも 200m の距離から確認でき

る能力を有することが、従来と同等の性能を有してい

る判断の基準になり得ると考えた。 
 

４．運転シミュレータによる試験 
3.3 節に示した距離において実際に視認できるかを

確認するため、シミュレータを用いた試験を行った。 
４．１．列車運行システム安全性評価シミュレータ 

当研究所が所有する列車運行システム安全性評価

シミュレータ（以下、「シミュレータ」という）の概要

を示す。運転席前方のスクリーンに投影した映像によ

り鉄道の運転操作が可能な設備である。任意の路線と

車両性能をインプットして走行を再現する機能を有

する（図１）。 
シミュレータを用いることにより、天候、時間帯（明

るさ）、営業運行の条件（前方列車との間隔等）、及び

被験者の線路の知悉度合いといった条件をそろえる

ことができるほか、線路上に物体を配置するという営

業路線では実施できない条件をつくることができる。 

４．２．運転操作の把握試験 

本試験では、動力車操縦者免許保有者がシミュレー

タを低速（35km/h）と高速（70km/h）で障害物のあ

る路線を運転した走行記録及び運転中の視線計測か

ら、運転士の運転操作の実態把握を行った。障害物は、

線路中央に白色の四角形を配置した。試験には、9 名

の被験者が参加した。9 名は 20 代から 50 代の男性

で、それぞれ別の事業者における運転経験を持つ。 
試験結果を図２～図５に示す。図２及び図３は低速

及び高速で走行中に障害物を発見した際の、障害物か

ら警笛及びブレーキの開始点までの距離である。低速

では 200m 程度、高速では 140m 程度であった。試験

中、警笛を鳴らさない被験者が見られたが、障害物が

警笛に反応する動物等ではないと認識できた場合に

は警笛をあえて鳴らさないとのことであった。図４及

び図５は、図２及び図３のブレーキ操作をしたときの

ブレーキ開始時点からのブレーキの強さを表す。高速

の場合はすぐに強いブレーキをかけているが、低速の

場合は障害物の様子を見ながら直前で停止できるよ

うにブレーキ操作をしていることがわかる。表２に、

視線計測によって求めた障害物を視認してからブレ

ーキ操作を行うまでの時間差を示す。低速、高速によ

らず平均時間は 2 秒程度であった。この時間と走行速

度を考慮すると、本試験で被験者は障害物の 200m 程

度手前で検知していることがわかる。 
以上より、運転士には前方監視義務はないものの、

道路運送車両の保安基準の細則を定める告示第 64 条

を参考にした「200m の距離から確認できる能力をも

って従来と同等の性能を有していると評価すること」

 
図１ 列車運行システム安全性評価シミュレータ 
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の有効性が確認できた。但し、本試験は見通しや天候

等の条件が良い場合のみであること、シミュレーショ

ンであるため現実の見え方と異なる場合があること

を考えると、本結果のみで従来と同等の性能を有して

いると判断するには注意を要する。実際に評価する際

には、とりまとめにあるように、カメラ・センサ類の

性能を線路の環境等を踏まえ総合的に検討する必要

がある。 
表２ 視認とブレーキ操作の時間差 

 70km/h の場合 35km/h の場合 
最小時間（秒） 1.2 0.8 
最大時間（秒） 4.8 3.9 
平均（秒） 2.8 2.1 

 
５．まとめ 

既存の一般的な鉄道に自動運転を導入する際の安

全性評価手法の検討として、装置が担う機能に変更が

ある場合の評価の考え方を整理した。また、今後導入

が期待されるカメラ・センサ類の評価基準として、従

来と同等の性能を有していることを、踏切における道

路運送車両の非常信号用具の灯火の基準を参考に示

し、シミュレータでの試験によりその数値の妥当性を

示した。但し、見通しや天候等の条件によっては検知

できない可能性もあるため、実現にあたっては、他の

方策を組み合わせて総合的に検討する必要がある。 
今後は、鉄道における自動運転の評価手法について

引き続き検討を行いたい。 
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図２ 警笛・ブレーキ開始距離（35km/h で走行）   図３ 警笛・ブレーキ開始距離（70km/h で走行） 

   
図４ ブレーキの強さ（35km/h で走行）        図５ ブレーキの強さ（70kkm/h で走行） 
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